
地域リハビリテーション活動支援事業の概要

通所訪問 定期的に関与することにより、介護職
員等への助言などを実施することで、
通所や訪問における自立支援に資す
る取組を促す。	  

住民運営の通いの場

定期的に関与すること
により、自立支援のプロ
セスを参加者全員で共
有し、個々人の介護予
防ケアマネジメント力の
向上につなげる。	  

リハビリテーション専門職等は、通所、訪問、地域ケア会議、サービス担当者会議、住民運営の通いの
場等の介護予防の取組を地域包括支援センターと連携しながら総合的に支援する。

○　地域における介護予防の取組を機能強化するために、通所、訪問、地域ケア会議、サービス担当者
会議、住民運営の通いの場等へのリハビリテーション専門職等の関与を促進する。	

地域包括支援センターリハビリテーション専門職等

定期的に関与すること
により、要介護状態に
なっても参加し続けるこ
とのできる通いの場を地
域に展開する	  

連携	

地域ケア会議　等
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区市町村は、地域の基幹的なリハビリテーション提供機関のセラピス
トとの連携強化を図り、介護予防事業の機能強化を図る。	

〔東京都　27新規事業〕介護予防における地域リハビリテーション促進事業

①地域リハビリテーション推進広域派遣アドバイザーの設置　

（目的）　	
　リハビリテーション専門職等を活用した地域における介護予防の取組を推進するため、地域リハビリテーション
支援センター等に広域派遣アドバイザーを設置し専門的な支援を行うとともに、区市町村や関係機関等と生活期
の在宅高齢者を支える地域リハビリテーションのネットワーク充実を図り、要支援高齢者等の心身機能の改善に
留まらない、自立支援に資する取組の強化を図ることを目的とする。	

（主な事業内容）	
①広域派遣アドバイザーの設置	
区市町村がリハ職を活用した介護予
防事業等を検討する際に、専門職の
助言が得られるよう、医療機関、理

学療法士協会・作業療法士会・言語
聴覚士会などと連携してアドバイ
ザーを設置	
	
②圏域連絡会の開催	
関係機関による地域リハビリテーショ

ンのネットワーク構築を支援	
	
③普及啓発	
地域のリハ専門職、一般都民を対象

にした普及啓発	

都が指定する12医療圏１２指定病院（地域リハ
ビリテーション支援センターなどを想定）等へア
ドバイザーを設置、ＰＯＳ各職能団体とも連携し
て支援を行う。　	

地域ケア会議等

通所

訪問

（区市町村）
地域リハビリテーション活動支援事業等
※既存のリハ職を活用した介護予防事業含む

住民運営の
通いの場

（広域派遣アドバイザー）
地域リハ支援センター

リハビリテーション専門職団体

アドバイザーによる
技術的助⾔言・職員派遣等の⽀支援

（地域リハ専門人材育成研修）
生活期の高齢者を支える質の高いリハビリテーションを提供する人材の養成を図る。	 2



地域リハビリテーション推進広域派遣アドバイザーの設置状況（平成２７年度）

圏域	 区市町村	 実施医療機関	 担当部署	

区中央部	
千代田・中央・
港・文京・台東	

東京慈恵会医科大学附属病院	
リハビリテーション科　
医局	

03-3433-1111	

区西南部	
目黒・世田谷・
渋谷	

医療法人社団　初台リハビリテーション病院	
地域リハ支援セン
ター事務局	

03-5365-8500	

区東部	
墨田・江東・江
戸川	

東京都リハビリテーション病院	
医療福祉連携室地域
リハビリテーション科	

03-3616-8622	

南多摩	
八王子・町田・
日野・多摩・稲
城	

医療法人社団永生会　永生病院	
地域リハビリテーショ
ン支援事業推進室	

0426-61-4025
（直）	

リハビリテーション専門職３団体　協働窓口	

東京都理学療法士協会内　リハ3団体係　	
	

03-3370-9035	
tpta@eagle.ocn.ne.jp	  	
	

地域リハビリテーション活動の推進に関わる東京都の関連
団体として東京都理学療法士協会・東京都作業療法士会・
東京都言語聴覚士会の協働窓口を設置しています。	
	

東京都の設置する広域派遣アドバイザーと同様に、地域リ
ハビリテーションに関する技術的助言、支援等についてのご
連絡等にご活用いただけます。	
	

介護予防における地域リハビリテーション促進事業　〔東京都福祉保健局高齢者会対策部在宅支援課〕
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リハビリテーション専門職などの広域派遣調整	

都内　62区市町村	

東京都	

地域リハ支援	  
センター	  

（協力医療機関等）	  

支援相談	

派遣調整	

療法士の派遣	

窓口	

単独では専門職確保が困難な地方自治体	

区市町村において地域リハ活動支援事業など、リハ職を活用した自立支援に資する介護
予防の取組を推進する際に、単独では専門職の確保が困難な地方自治体を支援する。	  
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派遣依頼	

ＰＴ・ＯＴ・ＳＴ	  
都士会	  

連携	



住民の自発的な参加意欲に基づく、継続性のある、効果的な介護予防活動を地域で展開するため、地域リ
ハビリテーション支援センター、PT・OT・ST三士会等と連携し、区市町村や関係医療機関との生活期の在
宅高齢者を支える地域リハビリテーションのネットワーク充実を図る。

事業連携

⾃自律律⽀支援に資する予防活動の展開

介護予防における地域リハビリテーション支援体制について

地域リハビリテーション	
支援センター（協力医療機関等）	

ＰＴ・ＯＴ・ＳＴ三士会	

相談 ⽀支援

地域におけるリハニーズの吸い上げ
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リハ専⾨門職を派遣しま
す！（地域ケア会議、
介護予防教室等）

連携	

東京都	

区市町村・地域包括支援センター	
（介護予防・総合事業担当）	

介護予防活動の担い手	
（既存事業者・インフォーマル組織等）	

予防プログラムをブラッ
シュしたい、⼈人材を派遣し
て欲しい・ボランティア養
成をしたい・・・。

対象者個人との関わり	
福祉用具・住環境・屋外移動・失語症	
希望する生活行為、困りごと聴取	

地域住民との関わり	
体力測定・健康チェック、	

住民ボランティアリーダー養成、	
自主グループサポート、	

普及啓発	

支援体制の整備	
訪問介護・施設スタッフへのリハ指導	

配食サービスへのＳＴ指導	
家族への介助指導	

地域	
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リハ職の活用例

1. 介護予防事業等での参加者の運動機能や　Ａ
ＤＬ等の評価支援

2. 介護予防ボランティア養成、介護者サロン等
への協力・相談支援

3. 地域ケア会議、ケース検討会でのリハビリテ
ーションの視点からの協力・相談支援

4. 各種研修会の講師　など
　

＊その他：連絡調整・事業打合せ（出張・電話）等

（埼玉県作成資料を都版に加筆修正）	6



役割分担・協力内容を明確にする

住民

区市町村
リハ
専門職

・ご当地体操、いきいき百歳体操等
・自主グループ活動
・サポーター活動

・区市町村をサポート
・効果のある運動の伝達
・フォローアップ

・事業を予算化
・地域包括支援センター
・住民サポーター養成
・場づくりと広報
・フォローアップ

7	（埼玉県作成資料を都版に加筆修正）	



事業イメージを固めよう
これからのイメージ

住民主体の 
通いの場 

閉じこもり 
予防 

尿もれ予防 

認知症予防 

転倒予防 

口腔機能向上 

会 話 
地域のつなが
りができる 

友人ができる 
気分転換 

運動機能向上 体力がつく 

運 動 外出機会 

（埼玉県毛呂山町作成）	 8


